
卵子提供・代理出産で家族をつくる(第 6 回) 

 2019 年 1 月 6 日(日) 13:00-17:00 

 

 
 
 

清水直子 (Shimizu Naoko) 

   「生殖医療の進歩は選択肢を広げる:代理出産/卵子ドナー/精子ドナー」 

 

生殖医療は日々進歩しており、夫婦間の治療では限界となったケースでも、精

子や卵子の提供、代理出産などを利用することによって家族をつくることが可

能になっている。一方、第三者が生殖に関わることや、夫婦以外の人々が生殖

技術を利用することに対し、これまで偏見や差別が強固にあった。しかし、画

一的な家族、画一的な幸せを追求する時代は終焉しつつある。ひとりひとりの

価値観にもとづいた自分なりの幸福を見つける時代になっている。生殖技術は、

一人一人の希望を叶えるための、強力な武器となっている。独身キャリア女性

のための卵子凍結、性同一性障害の方のための卵子・受精卵凍結、男性同性カ

ップルのための代理出産、女性同性カップルのための精子提供、等々、これま
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でに様々なケースのコンサルに携わってきた。いずれも、日本では利用が制約

されている。海外ならまだまだ選択肢がある。これらについて、国内では正確

な情報が十分ではなく、信頼できる専門家を選ぶ必要がある。 
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   澤岻良心 (Takushi Ryoto)  

      「誰にでも選択肢はあることを知ろう」 

 

 自分は幼い頃から自分の性別に違和があり、FTM(female to male)の性同一性

障害であることがわかった。非常に悩んだ時期もあったが、最終的には女性か

ら男性への性別適合手術を受け、戸籍上、男性となる手続きを行った。将来は、

好きなパートナーと結ばれ、家族をつくりたいという希望があった。しかし、

当時はあまり情報がなかった。当時、性同一性障害者が生殖技術の助けを借り

て家族をつくるという発想は(一般の人、それから当事者の間にも)なかったと

思う。インターネットを調べても出てくるのは怪しいエージェントの情報だけ

だった。それでもやっと、信頼できるエージェントに出会うことができた。そ

こで、自分の卵巣を摘出する前に、体外受精で卵子を採取し、ドナー精子を使

って 3 つの受精卵を作ることができた。その後、パートナーと出会い、正式に

結婚。凍結保存しておいた受精卵をパートナーに移植したが、残念ながら、パ

ートナーの妊娠はかなわなかった。そこで気持ちを切り替え、非配偶者間人工

授精へと進むことにした。パートナーへの施術は成功し、子を得ることができ

た。遺伝的なつながりはないが、自分にとってかけがえのない存在だと思って

いる。しかし、子育てをしているなかで、自分の親としての覚悟を試される場

面が多々あると感じている。それでも、こうした形でパートナーや子ども出会
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えたことに感謝している。 
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  日比野由利 (Hibino Yuri) 

      「海外での治療、検討すべきポイント」 

 

  現在、代理出産はインドやタイを含む東南アジアでは難しくなっており、ロ

シアやジョージア、ウクライナなど東ヨーロッパで依頼されている。ロシアは

本来的に代理母に親権があり、男女カップルの依頼者は避けた方が無難だろう。

ジョージア、ウクライナでは男女カップルであれば合法的に代理出産を依頼で

きる。しかし、代理出産に反対する勢力もあり、法律が変わる可能性もゼロで

はない。卵子提供はそれより選択肢がはるかに多いが、エージェントが乱立し

ており、正しい情報を得ることがより重要になっている。卵子ドナーを依頼す

る際は、匿名なのか、匿名でないのかにも留意してほしい。最近、台湾で卵子

提供を受ける人が多いが、台湾ではドナーは匿名であり、(法律が変わらない限

り)ドナーを特定する情報を得ることはできない。告知する・しないに関わらず 

、親がドナーの情報を持っていると安心である。また、プロフィールを見てド

ナーを選べるサービスもあるが、実祭に指名したドナーから採卵しているかど

うか、確認できないケースもあるので注意が必要である。ドナーのすりかえ行

為は、以前から指摘されていたが、クリニックやエージントなどのビジネス優
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先の考え方がこうした行為を助長している面があると考えられる。 

 卵子提供に進む場合、女性側から見て自分の遺伝子ではないということがネ

ックとなりがちである。遺伝を中心とした見方が強くなっていることが背景に

ある。卵子提供であっても、出産の事実はあり、母子間に何らつながりがない

というわけではない。母体と胎児は、分子レベルで違いに影響を与えているこ

とがわかっている。子はまず独立した人格であり、遺伝的つながりの有無や、

多額の費用をかけて卵子提供や代理出産を利用したという事実が、子育てにネ

ガテイブな影響を及ぼすべきではない。 
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